
（ ）
年 月 日

実施
内容

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

事業効果
総合計画との関連

事業効果 企業立地の増加、成長産業集積、雇用の創出、税収の増加

効果測定指標 認定企業（立地企業）の件数（定量） 施策番号 施策25

R6 R7 R8

事業効果
年度目標

認定企業の件数：5件 認定企業の件数：5件 認定企業の件数：5件

内線 2797

事案概要

　「相模原市産業集積促進条例（以下「ＳＴＥＰ５０」という。）」は企業立地の促進、市民の雇用機会の創出並びに工業用地の保全
活用等を目的に、平成１７年１０月に制定した。これまでに４回の条例改正を行い、立地計画の認定件数は１78件に上る。
　こうした中、現行のＳＴＥＰ５０の適用期限が令和７年３月末に到来するが、令和７年４月以降についても戦略的な企業誘致を進
め、本市の基盤産業である製造業を中心とした産業集積基盤の強化を図り、雇用の促進や持続可能な都市経営の実現を目指す
ため、現行STEP50の条例改正及び第五期STEP50の事業実施について諮るもの。

審議事項 相模原市産業集積促進条例の改正及び第五期STEP50の事業実施について、以下３点を諮るもの

（１）リーディング産業の分野継続（他事業と連携したリーディング産業誘致の継続）
（２）大規模産業用地の製造業による立地を促す支援メニューの新設
（３）奨励金算定方法と奨励率の変更

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

〇原案のとおり上部会議に付議する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

所　　　管 環境経済
局
区

部
創業支援・企
業誘致推進

課 担当者 諏訪

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和6 9 30

案 件 名 相模原市産業集積促進条例の改正及び第五期STEP50の事業実施について

【
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○「調整会議」、

○

○

○
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○施策番号
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○事業経

庁内調整

パブリッ

ク

コメント

１２月部会

（市民環

境経済）

条例施行・事業実施

３月議会

提案

条例改正に

向けた、

条文等の修



税源涵養
（事業の税収効果）

法人市民税、事業所税、固定資産税、個人市民税

備　　考

調整会議（7/23） 資料を一部修正の上、決定会議に諮ることとなった。

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

資産税課、市民税課 税収データ等の調整・提供

関係課長打合せ会議(7/9) 本件について審議。会議での意見を反映の上、庁議に諮ることとなった。

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント あり 時期 令和7年1月 議会への情報提供 部会 12月部会を想定

日程等
調整事項

条例等の調整 条例 改廃あり 議会提案時期 令和7年3月 定例会議

〇

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇 〇

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工※ B

実施に係る人工 A

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

元利償還金（交付税措置分を除く）

捻出する財源概要

一般財源拠出見込額

捻出する財源※２

うち任意分

一般財源 398,406

その他

特
財

地方債

国、県支出金

うち任意分

事業費（委託費）

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

○事業経費・財源

○必要人工

○日程等調整事項

○事前調整、

必要財源の大部分を奨励金等が占める。

立地企業の認定、企業の操業開始後に奨励金額が確定する

ため、R7年度以降の必要財源については、現時点で未定。



庁議におけるこれまでの議論

〇（人事・給与課長）奨励金算定の基礎を実勢価格から固定資産税評価額に変更するとのこ
とだが、実勢価格の積算が複雑なことは本市への進出の障壁になっていたか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）進出への障壁とまでは言えないが、契約前に申請を必
要としていたため、短期間で必要書類を準備するなど、進出企業の負担になっていたと
考えている。
〇（財政課長）今回の見直しにおいて、奨励率アップと打ち出して良いものか。手続きの簡
素化が正しいのではないか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）奨励率は増加しているが、算定結果は同水準となる。
敷地面積３０，０００㎡以上の立地に対する奨励措置については今回拡充となる。
→（財政課長）前向きな改正は望ましいが、ミスリードとならないよう、打ち出し方は検
討していただきたい。
〇（南区役所区政策課長）新たな都市づくりの拠点立地奨励の対象はどこか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）当麻地区及び麻溝台・新磯野地区が対象である。
〇（南区役所区政策課長）拡充する敷地面積３０，０００㎡以上の立地奨励は新たな都市づ
くりの拠点でも対象となるか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）今後、要件を満たす用地が生じれば対象となる。
〇（総務法制課長）リーディング産業について、この５年間におけるロボット産業６件、航
空宇宙産業１件の誘致実績に対する評価と、継続する理由は。
→（創業支援・企業誘致推進課長）これまで、航空宇宙産業への参入は大企業に限定され
ている中で誘致に結び付かなかったが、国の資料等によると、世界的にも成長産業と見
込まれており、国内における市場規模も現在の４兆円から２０３０年代には２倍を目指
していくとされている。また、最近の傾向としてベンチャーやスタートアップ企業など
小規模事業者の参入も活発化してきている。アクセラレーションプログラムではＪＡＸ
Ａの協力を得ており、スタートアップの実証実験なども実施される可能性があるため、
本市と宇宙関連のベンチャーやスタートアップとの接点を作りながら、今後の進出に繋
げていきたいと考えている。
〇（総務法制課長）資料でリーディング産業誘致の強化となっているが、継続ではないか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）修正する。
〇（人事・給与課長）次世代モビリティなど新たな産業の研究開発などに取り組む企業はロ
ボット産業として対象となるのか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）製造業として対象となった上で、ロボット産業にあた
るかは個々の事業内容による。
→（人事・給与課長）市としても力を入れたい産業などはリーディング産業に含めても良
いのでは。
→（創業支援・企業誘致推進課長）リーディング産業の定義として、成長産業やそういっ
た企業が進出することにより、現在の市内企業への良い影響、産業基盤が強化されるこ
となどとしている。次世代モビリティを例にすると、本市の製造業にどのように波及す
るかという観点がポイントになる。こうした産業が本市に興味を示し、橋本のイノベー
ション創出促進拠点などを中心に動きがある中で、橋本駅周辺の整備に合わせ、業務系
機能の誘致や次世代産業の誘致等も検討していく。
〇（経営監理課総括副主幹）業務機能誘致に係る支援制度は、橋本エリア限定とした制度と
して検討するのか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）本市は業務系機能が入居できるようなオフィスが少な
い。今後、新たな立地が可能なエリアとしては、橋本駅や相模原駅周辺が考えられ、ま
ずは現在進行しているリニア駅開発を見据えて橋本エリアを想定している。
〇（政策課長）新たな都市づくりの拠点への立地の対象を当麻地区と麻溝台・新磯野地区と
しているとのことだが、大規模な区画整理事業なので、インセンティブがなくても立地す
るのではないか。
→（創業支援・企業誘致推進課長）様々な業種の進出可能性がある中で、製造業の基盤確
立の視点から、なるべく、本制度を活用し製造業に立地してもらいたいと考えている。
〇（政策課長）市外への発信力の観点で、愛称「ＳＴＥＰ５０」についても検討の余地があ
るのではないか、意見として申し上げる。

　≪原案のとおり、上部会議に付議する。
　　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。≫

調整会議の

主な議論

（7/23）

○調整会議に

○決定会議に

○戦略会議に

○継続審議と

○なお、該当



相模原市 環境経済局
創業支援・ 企業誘致推進課

S TEP50
相模原市産業集積促進条例の
改正について



審議事項

相模原市産業集積促進条例の改正及び第五期S TEP50の事業実施について諮る も の

（ １ ） リ ーディ ング産業の分野継続（ 他事業と 連携し たリ ーディ ング産業誘致の継続）
（ ２ ） 大規模産業用地の製造業によ る 立地を促す支援メ ニュ ーの新設
（ ３ ） 奨励金算定方法と 奨励率の変更

審議事項

工場・ 研究所立地（ 新設・ 増設・ 既存事業所活用） に要し た費用に対する 奨励金制度
平成17年から 開始し 、 現在第四期目の制度運用中
主なメ ニュ ーは以下のと おり

・ 工場等の投資に要し た費用の10% ～40% を補助
・ 対象と なる 工場等で新たに雇用する 正社員×人数分の奨励金（ 雇用奨励金）
・ 対象と なる 工場等の固定資産税・ 都市計画税を5年間1/2（ 不均一課税）

…等

本奨励金制度及び相模原市産業集積促進条例は5年毎に見直し を行う こ と と し ており 、
現行制度は令和7年3月末ま でが適用期間と なっている 。

相模原市産業集積促進条例（ STEP50） 概要

2
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産業集積促進条例に基づく 奨励措置（ S TEP50） 概要

工場・ 研究所立地（ 新設・ 増設・ 既存事業所活用） に要し た費用に対する 奨励金制度

最大で40% の奨励金の交付（ 最大10億円）
税の軽減や正規雇用に対する 奨励措置も 併用可能
※奨励金は操業開始後10か年に分割し て交付

【 買主側に対する 奨励措置】
 工場等の立地に要し た費用の10% ～40% を 補助

⇒リ ーディ ング産業（ ロ ボッ ト ・ 航空宇宙） は20％
⇒工場等と 共に本社機能を 市内に移転する と 10％
⇒市内に工場等の無い企業の初進出で10％
⇒市内で30年以上工場を 操業する 会社は10％

 市内の建設会社への発注で、
家屋に係る 工事請負契約額の3% を 上乗せ（ 市内企業活用奨励金）

 対象と なる 工場等で新たに雇用する 正社員×人数分の奨励金（ 雇用奨励金）

⇒男性50万円、 女性70万円 ※氷河期世代の方は60万円を上乗せ

 対象と なる 工場等の固定資産税・ 都市計画税を5年間1/2（ 不均一課税）

【 土地所有者・ 売主側に対する 奨励措置】
 1,000㎡以上の工業系用地を 製造業へ売却し た場合に、

対象用地の固定資産税相当額の奨励措置（ 工業用地継承奨励金）

 工業系の地区計画を定めた場合、 地区計画区域内の土地に係る 固定資産税・
都市計画税の1/2相当額を5年間交付（ 工業保全地区奨励金）

要件 補助メ ニュ ー

①立地エリ ア
・ 工業専用地域
・ 工業地域
・ 準工業地域、 非線引地域で

0.5ha以上の一団の土地
・ 市長 が特別に指定する エリ ア

②業種
・ 製造業
・ 情報通信業
・ 自然科学研究所

③最低投資額
・ 中小企業： 1億円以上
・ 大企業 ： 10億円以上

④投資対象
・ 工場や研究開発拠点機能に対する

投資・ 立地計画
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産業集積促進条例（ 以下、 条例） に基づく 企業誘致、 S TEP50の意義・ 位置づけ

STEP50は一定規模の投資を行う 工場等の立地を支援・ 誘致する ための奨励制度。 成長 産業集積や雇用の確保、
税収増（ 法人市民税・ 事業所税・ 固定資産税） によ る 歳入確保等、 都市経営レ ベルの目的にも 直接的に寄与する

（ 雇用促進対策 基本的方向）
・ 多様で安定し た雇用の確保
（ 国際的なビジネス 拠点の形成と 新たな社会経済の仕組

みの構築）
・ 地域経済を支える 強固な産業基盤の形成
・ 成長 分野における 技術革新を活用し た新し い社会経済

シス テムの構築
・ 新産業の創出

（ 戦略２ ）
・ 成長 産業の集積と イ ノ ベーショ ンによ る 価値の創造

潤いと
活力に満ち

笑顔と 希望が
あふれる ま ち
さ がみはら

（ 総合計画における
ゴール）

（ 第一期～）
・ 歳入の確保

製造業・ 工場等
の誘致

企業誘致推進事業
（ STEP50）

全市レ ベル都市経営レ ベル当課レ ベル

産業振興ビジョ ン

総合計画

行財政構造改革プラ ン

令和5年度産業分類別法人市民税納付額（ 単位： 千円）

歳入の確保（ 税収効果）成長 産業（ ロ ボッ ト ・ 航空宇宙） の集積 雇用の確保

雇用奨励金
対象人数

S TEP50認定企業
雇用者数

合計 正社員数 パート

235名 7,843名 5,206名

例）
・ アルト リ ス ト 株式会社

・ 愛知産業株式会社

・ 日本サーモニク ス 株式会社

・ 三菱電機株式会社
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相模原市の基盤産業と 製造業誘致の背景

「 工場誘致条例」 を契機に製造業が集積。 相模原市の製造品出荷額は県内第四位に位置し 、 付加価値額も 製造業
が最も 高い。 製造業によ り 形成さ れた産業基盤の維持・ 発展や雇用創出促進には、 継続的な製造業誘致が不可欠
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1955 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

STEP50
開始

STEP50
認定件数

150件突破

▼リ ーマン
ショ ッ ク （ 08）

▼バブル崩壊（ 91～93） ▼Covid-19（ 19）

STEP50
（ 第四期）

開始

▼東日本大震災（ 11）

製造品出荷額
（ 百万円）

STEP50
認定件数

100件
突破

 付加価値額は市内全産業中製造業が最も 高く 、 約2,533億円

令和３ 年経済セン サス ‐ 活動調査 事業所に関する 集計ʷ
産業横断的集計ʷ 売上（ 収入） 金額等 再編加工

 製造品出荷額は横浜市、 川崎市、 藤沢市に次ぐ 第四位

経済産業省「 工業統計調査」 、
総務省・ 経済産業省「 経済セン サス ʷ 活動調査」 よ り

※単位： 百万円

相模原市： 1.25兆円

事業所数

事業所数 製造品出荷額



時期 テーマ 実績

平成17年
（ 2005年） 10月

第１ 期STEP50制定

【 バブル経済崩壊後の産業の空洞化対策】
・ 認定件数： 87件
・ 企業から の総投資額： 1,210.3億円

平成22年
（ 2010年） 4月

第２ 期STEP50へ一部条例改正

【 「 選択と 集中」 をキーワ ード に改正、 ４ 拠点への企業誘致へ】
・ リ ーマンショ ッ ク によ る 急激な景気悪化への対策
・ 対象地域を「 新たな都市づく り の拠点※」 へ限定
・ 雇用奨励金制度の開始

※川尻・ 大島界地域、 金原地区、 当麻地区、 麻溝台・ 新磯野地区

・ 認定件数： 22件
・ 企業から の総投資額： 198.7億円

平成27年
（ 2015年） 4月

第３ 期STEP50へ一部条例改正

【 リ ーディ ング産業に焦点を 当てた戦略的な企業誘致へ】
・ 対象地域を全市域へ拡大
・ リ ーディ ング産業※の誘致に加え、 本社の誘致、 市内企業の活用促進を図る

※本市経済を牽引し 「 強固な産業集積基盤の形成」 を 推し 進める 産業。
航空宇宙、 再生可能エネルギー、 環境、 ロ ボッ ト 、 医療、 介護、 健康、 食品加工、 自動車
電気、 電子、 精密機械、 金属製品の13産業を指定 ・ 認定件数： 47件

・ 企業から の総投資額： 421.5億円

平成29年
（ 2017年） 4月

第３ 期STEP50へ一部条例改正

【 「 国際的なロ ボッ ト ビ ジネス の拠点＝相模原」 の確立へ】
・ 「 ロ ボッ ト 関連産業」 を重点リ ーディ ング産業と し 、 イ ンセンティ ブを強化
・ 経済のグロ ーバル化など 社会経済情勢の変化に要件を対応

令和2年
（ 2020年） 4月

第４ 期STEP50へ一部条例改正

【 リ ーディ ング産業の更なる 集積と 新たなプレ イ ヤーの誘致】
・ 「 ロ ボッ ト ・ 航空宇宙関連産業」 へのイ ンセンティ ブを強化
・ 市外から 市内へ初めて立地する 企業へのイ ンセンティ ブを強化

・ 認定件数： 22件
・ 企業から の総投資額： 176.1億円

6

条例制定と こ れま での改正経過

R6.6時点の第1期～第4期ま での合計認定件数は178件、 総投資額は2,006億円にのぼる
第三期から は「 リ ーディ ング産業」 を 設定し 、 戦略的な企業誘致を 推進
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7

S TEP50の費用対効果実績

令和3年度から 、 認定企業への奨励金等（ 立地等奨励金＋固定資産税軽減額） ＝費用を 認定企業によ る
推計税収（ 法人市民税＋事業所税＋固定資産税＋個人市民税） ＝効果が上回る

単位： 億円

※対象はSTEP50認定企業のみ
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第4期S TEP50における 主な活動と 認定実績 ※継承奨励金案件はカウ ント 対象外

実績等/年度
令和2年度
（ 2020）

令和3年度
（ 2021）

令和4年度
（ 2022）

令和5年度
（ 2023）

令和6年度（ 見込）

（ 2024）

立地相談件数 36件 58件 44件 21件 未定

認定実績 1件 4件 9件 4件 4件
（ R6.7月時点）

う ち市内 0件 3件 8件 3件 3件

う ち市外 1件 1件 1件 1件 1件

主なト ピ ッ ク

・ 市外外資系企
業の誘致

・ ロ ボッ ト 企業
の誘致

・ 推計税収が奨励
金額を上回る

・ 本社の誘致
※工場・ 研究所・ 本

社の全面移転

・ 本社の誘致

・ ロ ボッ ト 企業
の新規認定

・ 本社の誘致

※工場・ 本社の全面

移転

立地企業例

・ 株式会社裕源

立地企業例

・ アルト リ ス ト 株式
会社

立地企業例

・ 株式会社エリ オニ
ク ス

立地企業例

・ 太陽工業株式会社

立地企業例

・ 京王重機整備株式
会社・ 東京特殊車体
株式会社

市内外企業等への訪問を 始め、 様々な機会を 通じ て事業PRを 実施。 産業用地が不足する 状況下で、 市
外企業やリ ーディ ング産業該当企業の移転・ 立地検討情報をキャ ッ チし 、 着実な立地支援を 実現



S TEP50条例改正に向けた課題の整理と 対応の方向性

項目 補足 課題 今後の検討の方向性

リ ーディ ング産業（ ロ
ボッ ト ・ 航空宇宙） の
立地支援・ 誘致

ロ ボッ ト は6件、 航空宇宙は1件と 、 一定の立地支援・ 誘
致は実現し たも のの、 更なる 集積が必要
（ リ ーディ ング産業に設定し た第三期・ 第四期合計）

・ 更なる リ ーディ ング産業
誘致の必要性

・ 市場規模の拡大を踏ま えた
ロ ボッ ト ・ 航空宇宙産業の
リ ーディ ング産業への位置
づけの継続

・ S TEP50の制度がマッ チ
し ない層に対する 、 S TEP50
以外のアプロ ーチの実施

・ アク セラ レ ーショ ンプロ グ
ラ ムやイ ノ ベーショ ン創出
促進事業と 連携し た誘致
活動

産業用地の状況

産業用地が不足し ており 、 多く の立地相談がある も
のの、 機会損失が発生

・ オフ ィ ス 等の不足と 、
業務機能の立地

・ S TEP50以外によ る 支援施策
の検討

・ 産業用地の創出
・ 庁内横断的な産業用地の創

出検討

大規模な産業用地の非製造業によ る 利用転換
・ イ ンパク ト が大き い、 大規

模製造業事業所移転・ 撤退
後の製造業誘致

・ 大規模製造事業所の移転、
撤退後の製造業立地を促す
奨励措置の新設

制度の事務運用 奨励金支払い手続き の簡素化が必要
・ 奨励金支払手続時の支払証

憑提出に係る 事業者側負担
・ 奨励金額算定基準の

固定資産税評価額への変更

9

S TEP50の改正に向けたポイ ント

 リ ーディ ング産業の分野継続

 大規模産業用地への製造業によ る 立地を促す支援メ ニュ ーの新設

 奨励金算定額を固定資産税評価へ変更と 奨励率アッ プ
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現在のS TEP50主要メ ニュ ーと 見直し 内容の整理

見直し

 投下資本額の固定資産税評価額への変更と 、 評価方法変更に伴う 奨励率の変更
（ 奨励額を同程度にする ための措置）

現行10％➡変更後15％、 現行20％➡変更後30％

 敷地面積30,000㎡以上の用地取得に係る 立地に対する 30％の奨励措置を追加

要件 土地 建物

① リ ーディ ング産業（ ロ ボッ ト ・ 航空宇宙） 30% 30%

② 工場と と も に本社が立地し た場合 15% 15%

③ 初めて市内に進出する 企業の場合 15% 15%

④（ 新） 敷地面積30,000㎡以上の立地 30% 30%

⑤ 新たな都市づく り の拠点への立地 15% -

⑥ 市内30年以上操業の企業等 - 15%

※①～④は合算（ 併用） 可能。 ただし 最大60% 、 土地・ 建物の合計で10億円を上限

No.
単独適用/

①～④の組み合わせ
①リ ーディ ング産業

（ ロ ボッ ト ・ 航空宇宙）

②工場と と も に
本社が立地し た場合

③初めて市内に
進出する 企業の場合

②工場と と も に
本社が立地し た場合

＋
③初めて市内に

進出する 企業の場合

④敷地面積30,000㎡
以上の立地

- 単独適用 30% 15% 15% 30% 30%

①
リ ーディ ング産業
（ ロ ボッ ト ・ 航空宇宙）

- 45% 45% 60% 60%

②
工場と と も に
本社が立地し た場合

45% - 30% - 45%

③
初めて市内に
進出する 企業の場合 45% 30% - - 45%

④
敷地面積30,000㎡
以上の立地 60% 45% 45% 60% -

廃止
 製造業に工業系用地を 売却し た場合、 売却者への当該用地固定資産税相当額の奨励措置

（ イ ンセンティ ブと し て機能し づら いため廃止）

※①～④は合算（ 併用） 可能。 ただし 最大60% 、 土地・ 建物の合計で10億円を上限



（ ）
年 月 日

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和6 9 30

案 件 名 淵野辺駅南口周辺まちづくり事業について

事案概要

令和6年度中に策定予定の「まちづくりプラン」を踏まえ、公共施設再整備後の施設跡地等の活用により、駅前自転車駐車場の
再整備を含む駅前市有地の有効活用等に取り組むことから、令和８年度中に「（仮称）駅前市有地活用等計画」を策定するため、
必要な調査の実施、連絡調整体制及びスケジュールについて諮るもの。

審議事項

〇（仮称）駅前市有地活用等計画の策定に伴う必要な調査の実施、連絡調整体制及びスケジュールに
ついて

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

〇原案のとおり承認する。

事業効果
総合計画との関連

事業効果

効果測定指標 施策番号

R6 R7 R8

事業効果
年度目標

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施
内容

内線所　　　管 市長公室
局
区

部 政策 課 担当者

【

★

○「調整会議」、

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケ

○事業経費・財源

PPP／PFI

事業者選定アドバイザリー業務委託
まちづくりプランの検討・策定

【第１ステップ】参考

大規模事業評価※１

【第２ステップ】

（仮称）駅前市有地活用等計画の

検討・策定

土地利用等の方向性の

検討・整理 等

事業手法等に応

じた取組（アドバ

イザリー業務等）

※１…事業全体（第１ステップ・第２ステップ）で実施

複合施設・

公園設計

自転車駐車場再整備を含

む駅前市有地の有効活用

等（設計・工事）

庁内調整

庁内調整

複合施設整備

公園整備

供用開始

供用

開始

既存施設解

体



〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

事業費（　　　　　費） 46,876 54,214 20,000 43,000 511,341 194,579

うち任意分

4,873 87,560

国、県支出金 26,955 10,000 10,000 255,670

一般財源 0 46,876 27,259 10,000 33,000

その他

250,798 9,730

特
財

97,289

地方債

うち任意分

捻出する財源※２

0 0 0一般財源拠出見込額 0 0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

捻出する財源概要

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施に係る人工 A

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

〇

日程等
調整事項

条例等の調整 なし 議会提案時期

〇

報道への情報提供 なし

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 なし

経営監理課 大規模事業評価の実施時期等について調整済。

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

関係課等打合せ（5/23）
必要な調査の実施、連絡調整体制及びスケジュール等について
（担当参事、政策課、経営監理課、アセットマネジメント推進課、都市建設総務室、都市計画課）

淵野辺駅南口周辺まちづくり連絡調整会議まち
づくり作業部会（所属長・担当者会議）（7/1） 第2ステップの取組概要等について

備　　考

財政課 想定事業費（国費見込み）等について説明済。

アセットマネジメント推進課 長寿命化経費としての取扱い、跡地活用等計画の策定について調整済。

淵野辺駅南口周辺まちづくり連絡調整会
議兼関係課長打合せ会議（7/25） 必要な調査の実施、連絡調整体制及びスケジュールについて

都市計画課 庁議資料等について調整済。

税源涵養
（事業の税収効果）

駅前市有地の有効活用（売却・貸付け等）により、改革プランで示す見直し効果額以上の財源確保
が見込まれる。

○必要人工

○本件事業が関連す

○日程等調整事項

○事前調整、



庁議におけるこれまでの議論

【第２ステップの検討範囲について】
〇（総務法制課長）（仮称）駅前市有地活用等計画の検討に当たっては、駅前市有地である公共施設
跡地だけではなく、淵野辺駅南口の駅前広場周辺も含めて検討するという説明があったが、例えば、
公衆トイレや日時計があるエリア等も含め、幅広に検討をお願いしたい。特に、駅前広場の公衆トイレ
について、新たな複合施設ができることにより、よりよい公衆トイレの設置が必要かどうか等も含め
た検討をお願いしたい。
また、来年度に想定している委託業務では、交通量調査を実施するとのことだが、交通量だけでな
く、滞留の状況等も調査した方がよいと考えられる。
この他、現在の図書館駐車場は、複合施設や鹿沼公園の利用者駐車場として再整備するものと承知
しているが、都市計画道路沿いの沿道の賑わいという点から、当該駐車場用地の利活用も含めた検
討が必要ではないか。
→（都市計画課長）沿道の賑わいという点では、第２ステップの検討対象としてもよいと考えている。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））淵野辺駅南口から鹿沼公園に向かっては、当
該駐車場用地がまず目に入る「顔」になる部分であり、鹿沼公園までの通りの景観など、整備後の複
合施設や鹿沼公園に行ってみたくなるような仕掛けづくりが必要といった意見は、市民検討会でも
いただいており、そういった視点も含めて検討していきたい。

【自転車駐車場再整備の事業スキームについて】
〇（総務法制課長）第２ステップの事業経費の中で、自転車駐車場の仮設工事等として約６．５億円を
見込んでいるとのことだが、多額の経費が掛かるため、現地建替えありきではなく、移転建替え等も
含めた検討をしていただきたい。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））行財政構造改革プランにおける効果額の見
込み方を踏まえ、仮設自転車駐車場を設置した上で、現地建替えに要する経費を試算したものであ
り、引続き検討していきたい。

【まちづくりビジョンで定めた範囲について】
〇（アセットマネジメント推進課長）資料３ページの本事業のロードマップについて、まちづくりビジョ
ンの取組内容として、「駅前広場等を含む周辺インフラ等のまちづくりの取組」の検討を含むものとし
ているが、どのような位置付けとなっているのか。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））まちづくりビジョンでは、具体的なまちづくり
の取組として、明確な位置付けはないものの、大野北まちづくりセンターや大野北公民館等の公共施
設跡地だけではなく、現在の駅前広場等の周辺インフラ等の課題解消も含めて検討を進めることに
より、淵野辺駅南口周辺の全体的なまちづくりに繋げられるのではないかと考えている。
〇（アセットマネジメント推進課長）今後策定予定のまちづくりプランの中に、そういった内容をしっ
かりと位置付けていくのであれば、現時点では、「駅前自転車駐車場の再整備」と「駅前市有地の有効
活用」を第２ステップの中心的な取組として表現した方がよいのではないか。
→（都市計画課担当課長）まちづくりビジョンでは、コンセプトの中で、「駅前広場等の身近なパブリッ
ク空間」という視点が既に出ており、また、各取組と併せた個別のまちづくりの取組検討をすること
としている。資料の記載については、検討させていただく。

【想定事業費について】
〇（アセットマネジメント推進課長）国庫補助の適用に伴う都市再生整備計画の作成に当たり、年度ご
との事業費の比較では、最終年度の令和１２年度にも多額の経費が掛かることになるが、一般財源
ベースにおける、最も有利な計画期間の設定の検討が必要ではないか。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））国庫補助の適用については、国とも事前相談
を進めており、少しでも有利な方法を模索していきたい。

〇（財政課長）来年度に想定している委託業務のうち、金額的にも業務的にもメインとなるのは、交通
量調査になるのか。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））主な委託業務の内容としては、駅前広場等の
交通量調査等のほか、都市計画施設等の将来需要予測調査、また、市民対話ワークショップの運営支
援や活用等計画素案の骨子案の作成等を想定している。
〇（財政課長）来年度の基本方針案作成に影響を与えない業務については、令和８年度以降の国庫補
助の対象期間内に実施するなど検討されたい。

【概略プラン図の絞り込みについて】
〇（経営監理課長）資料５ページで令和８年度に想定している委託業務の内容に、基本計画図等の作
成と記載されているが、民間事業者へのサウンディング調査の結果は、基本計画図等に反映される
のか。
→（都市計画課担当課長）令和７年度に基礎的な調査を実施した上で、基本方針案として、概略プラ
ン図等を複数案作成する予定である。令和８年度は当該概略プラン図等を前提条件に、民間事業者
へのサウンディング調査を実施し、案を絞っていきたいと考えており、基本計画案の基本計画図等と
して作成する。
〇（経営監理課長）案を絞っていく過程で、庁内の意思決定はどのように行っていくのか。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））庁内関係各課で検討状況を共有するととも
に、庁議に諮り、意思決定を行っていきたい。

《原案のとおり上部会議に付議する。》

調整会議の

主な議論

（9/13）

○調整会議に

○決定会議に

○戦略会議に

○継続審議と

○なお、該当会議の議事録と



助の対象期間内に実施するなど検討されたい。

【概略プラン図の絞り込みについて】
〇（経営監理課長）資料５ページで令和８年度に想定している委託業務の内容に、基本計画図等の作
成と記載されているが、民間事業者へのサウンディング調査の結果は、基本計画図等に反映される
のか。
→（都市計画課担当課長）令和７年度に基礎的な調査を実施した上で、基本方針案として、概略プラ
ン図等を複数案作成する予定である。令和８年度は当該概略プラン図等を前提条件に、民間事業者
へのサウンディング調査を実施し、案を絞っていきたいと考えており、基本計画案の基本計画図等と
して作成する。
〇（経営監理課長）案を絞っていく過程で、庁内の意思決定はどのように行っていくのか。
→（市長公室参事（淵野辺駅南口周辺まちづくり担当））庁内関係各課で検討状況を共有するととも
に、庁議に諮り、意思決定を行っていきたい。

《原案のとおり上部会議に付議する。》

続き

調整会議の
主な議論
（9/13）



淵野辺駅南口周辺まちづくり事業について

～（仮称）駅前市有地活用等計画の策定～

令和６年９月３０日 市長公室 政策課

１．まちづくりビジョンの全体概要
２．まちづくりビジョンの第２ステップの概要
３．淵野辺駅南口周辺まちづくり事業のロードマップ
４．(仮称)駅前市有地活用等計画の策定スケジュール
５．(仮称)駅前市有地活用等計画検討調査業務委託の概要
６．(仮称)駅前市有地活用等計画の策定に伴う連絡調整体制の構築（案）

決定会議 資料



１ まちづくりビジョンの全体概要 １

まちづくりの基本方針等のイメージ
まちづくりビジョン

（Ｐ２４～Ｐ２６記載）
まちづくりビジョン

（Ｐ２７記載）

まちづくり
ビジョン

（Ｐ３２記載）

コンセプトを踏まえた
まちづくりの取組を検討



アドバイザリー業務・設計・工事等
（Ｒ９～）

アドバイザリー業務・設計・工事等
（Ｒ６～Ｒ１２）

２ まちづくりビジョンの第２ステップの概要

基本構想相当の計画としてＲ４年度に策定した「まちづくりビジョン」を踏まえ、Ｒ６年度に策定予定の「まちづくり
プラン」では、第１ステップをメインとした基本計画相当の計画として整理（計画策定前に大規模事業評価を実施予定）
しており、Ｒ８年度に策定予定の「（仮称）駅前市有地活用等計画」についても、第２ステップの基本計画相当の計画と
して整理するもの。

（仮称）駅前市有地活用等計画の位置付け

基本構想相当 基本計画相当 事業手法等に応じた取組 等

まちづくりビジョン
策定（Ｒ５年３月）

まちづくりプラン
策定予定（Ｒ６年度）

２

～行政課題の解決と地域の活性化に向けて～
●民間活力で駅前市有地（公共施設再整備後の施設跡地等）を活用し
・駅前自転車駐車場の再整備（駅前での機能維持を前提） と
・駅前市有地の有効活用（賑わい創出と財源確保） に取り組む
●各取組と併せた個別のまちづくりの取組を検討する

第２ステップの取組内容

本ビジョンで示した跡地活用による駅前自転車駐車場の再整備や、その後の駅前市有地の有効活用な
ど、市有財産の活用に当たっては、市民共有の財産であるという基本的な考えの下、全市的な観点に基
づき最適な活用方法を選択していくことが重要であることから、それぞれのまちづくりの取組の段階に
応じた活用方針等を明らかにし、事業手法等を含めて検討します。

上記の取組を進めるため【駅前市有地の活用方針等】を検討

まちづくり
ビジョン

（Ｐ６３記載）

活用等計画
策定予定（Ｒ８年度）

第１
ステップ

※１…事業全体（第１ステップ・
第２ステップ）で実施 ※２…第２ステップの事業内容・規模等に応じて実施

大規模
事 業
評 価
※２

第２
ステップ

大規模
事 業
評 価
※１



設計・工事

まちづくりの取組
第１ステップ(R5〜R12) 第２ステップ(R12〜)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13〜

第
１
ス
テ
ッ
プ

鹿沼公園のリューアル
・複合施設の設置

第
２
ス
テ
ッ
プ

駅前自転車駐車場の再整備
（駅前に機能を維持）
駅前市有地の有効活用（大
野北まちづくりセンター・
大野北公民館等の敷地）

駅前広場等を含む周辺イン
フラ等のまちづくりの取組

【国庫補助】
都市構造再編集中支援事業

アドバイザリー
業務委託

(鹿沼公園・
複合施設）

全
面
供
用
（
公
園
）

活
用
等
計
画
検
討

調
査
業
務
委
託
等

一
部
供
用
（
複
合
施
設
）

民
間
事
業
者
等

ア
ン
ケ
ー
ト
・

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

大
規
模
事
業
評
価 事業手

法等に
応じた
取組

パブリック空間の活用・景観形成の取組・駅前広場等の再整備等

事業手法等
に応じた取組
※アドバイザリー
業務等

ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
策
定

（
仮
称
）
活
用
等
計
画
策
定

施設跡地
更地

設計・工事土
地
利
用
等
の
方
向
性
の

検
討
・
整
理
等

設計・工事・解体
【鹿沼公園】

・R8~R9 設計
・R9〜R12 工事
・R12 供用開始

【複合施設】
・R8~R9 設計
・R9〜R11 工事
・R11 供用開始

【既存施設解体】
R11〜R1２ 解体設計・解体

Ｒ８〜Ｒ１２（５年）

都市再生整備計画（Ｒ８〜Ｒ１２）

…事業費未算出

３ 淵野辺駅南口周辺まちづくり事業のロードマップ

淵野辺駅南口周辺まちづくり事業は、公共施設の再整備（鹿沼公園のリニューアル・複合施設の設置）及び施設跡地の活用による駅前自

転車駐車場再整備を含む駅前市有地の有効活用等を行うこととしており、一体性を有する事業として、複数の事業用地（鹿沼公園・図書
館・施設跡地・自転車駐車場等）において、段階的に施設整備や利活用の検討・取組を進める、官民連携によるまちづくりを目指すプロ
ジェクトである。
このことから、令和５年３月に策定の「まちづくりビジョン」では、まちづくりの進め方を第１ステップ（公共施設の再整備）と第２ス

テップ（自転車駐車場の再整備を含む駅前市有地の有効活用等）に区分し、各ステップに応じた民間活力の導入について、まちづくりの条
件整備等の検討を進めながら、段階的に事業の着手を行うこととしている。

事業の目的・進め方

３

第２ステップの事業内容・規模等に応じて実施

事業の全体スケジュール

※計画の設定期間は、国と調整。

民
間
活
力

導
入
可
能
性

調
査

跡地活用による
駅前自転車駐車
場の再整備

0

+
当該跡地を
含む駅前市
有地の有効

活用

仮設自転車駐車場
設計・工事

大
規
模
事
業
評
価

※想定スケジュール

ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
策
定

※今後の検討状況により、本
資料に示す全体計画、第１
ステップ・第２ステップの
詳細、スケジュールは変更
となる場合有り。



ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
策
定

予算化（R8国費率50％）

活用等計画
検討調査業務委託 等

第２ステップ

民間事業者等
アンケート・
ヒアリング調査

庁内調整等

（
仮
称
）
駅
前
市
有
地

活
用
等
計
画
策
定

跡地活用による駅前自転車駐車場の再整備
＋

当該跡地を含む駅前市有地の有効活用
＋

パブリック空間の活用・景観形成の取組・
駅前広場等の再整備等

令和６年度中に策定予定の「まちづくりプラン」を踏まえ、公共施設再整備後の施設跡地等について、駅前自転車駐車
場の再整備を含む駅前市有地の有効活用等に取り組むことから、令和７年度から令和８年度までの間、「（仮称）駅前市
有地活用等計画検討調査業務委託」を実施し、令和８年度中に「（仮称）駅前市有地活用等計画」を策定するもの。

業務の目的

４ （仮称）駅前市有地活用等計画の策定スケジュール

※第２ステップにおける跡地活用による駅前自転車駐車場の再整備、駅前市有地の有効活用等の取組を検討するに当たり、今後の活用等計画の策定に向
け、その前段で駅南口における導入機能を想定した土地利用等の方向性を検討する必要があり、令和５年度は民間事業者等に対するアンケート・ヒア
リング調査を実施し、事業成立の可能性や導入可能な機能・施設、事業手法や事業範囲等について意見把握を行ったところ。

大
規
模
事
業
評
価

４

第２ステップのスケジュール

【令和５年度】 【令和６年度】 【令和７年度】

民間活力
導入可能性

調査

第１ステップ

【令和８年度】

大
規
模
事
業
評
価

アドバイザリー業務委託（Ｒ６～Ｒ８継続費）公共施設の再整備
（鹿沼公園のリニューアル＋複合施設の設置）

【令和４年度】

ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン

策
定

周辺インフラ等の現状・課題、
整備の検討、想定スケジュール等を

まちづくりプランへ位置付け

※今後の検討状況により、本資料に示す全体計画、第１ステップ・第２ステップの詳細、スケジュールは変更となる場合有り。

土地利用等の
方向性の検討
・整理 等

第２ステップの事業内容・
規模等に応じて実施



５ （仮称）駅前市有地活用等計画検討調査業務委託の概要

（仮称）駅前市有地活用等計画は、基本計画に相当するもので、Ｒ７年度に検討・整理する基本方針を含め、Ｒ８年度
中に策定するもの。（駅前自転車駐車場の再整備計画、駅前市有地の有効活用計画、駅前広場等の周辺インフラ等の再整
備計画の性格を有するものとして整理するもの。）

位置付け

R７

R８

基本方針案の
検討・整理

駅前広場等の交通量等調査

５

（１）委託業務のスケジュール

基本計画案の
検討・整理

検討組織の運営支援（会議資料等の作成）

（調整会議３回程度）

検討組織の運営支援（会議資料等の作成）

（調整会議４回程度）

市民対話ワークショップ
（４回程度）

駅前利用者のアンケート
調査（WEB調査）

民間事業者等の意向把握
（サウンディング調査）

反映

【検討調査業務委託（検討調査業務報告書として取りまとめ）の想定内容】

○事業内容・事業範囲の検討 ○事業手法・事業スキームの検討
○民間事業者等の意向把握（サウンディング調査）の実施
○基本計画案（各計画案、基本計画図等の作成）等の作成
○検討課題（関係者間協議によるスケジュール、技術的な課題等）の整理
○概算事業費・事業効果の試算（ＶＦＭ算出・土地処理・活用条件設定
・便益試算・経済効果試算）

○民間活力の導入可能性の評価
○基本計画案に対するオープンハウス（２日）・パブリックコメントの実施
○検討組織の運営支援（会議資料等の作成）４回程度
○検討調査業務報告書（活用等計画素案の作成を含む）の作成

R7年度 基本方針案として整理 R8年度 基本計画案として整理
○前提条件等の整理 ○先行事例の調査の実施
○駅前利用者のアンケート調査（WEB調査）の実施
○駅前広場等の交通量等調査の実施
○都市計画施設等の将来需要予測調査の実施
○市民対話ワークショップの運営支援（ワークショップ資料等の作成）４回程度
○基本方針案（全体方針案・各方針案、概略プラン図等の作成）等の作成
○活用等計画素案の骨子案の作成
○基本方針案に対する市民意見募集の実施
○検討組織の運営支援（会議資料等の作成）３回程度
○検討調査業務報告書の作成

（２）委託業務の想定内容

基本方針案に対する市民意見募集

基本計画案に対する
オープンハウス（２日）

パブリックコメント

※委託業務のスケジュール・想定内容は、

今後の検討状況等により変更となる場合有り。

※委託業務予算額（継続費等）：Ｒ７年度 一財、Ｒ８年度 国１／２・一財１／２を想定



６ （仮称）駅前市有地活用等計画の策定に伴う連絡調整体制の構築（案）

令和７年度から令和８年度までの間、（仮称）駅前市有地活用等計画の検討段階から議論するため、淵野辺駅南口
に相応しい交通の結節機能等を備えた駅前空間等の再整備に向け、学識経験者、交通事業者、交通管理者、経済団体、
市民等で構成する連絡調整体制を構築し、淵野辺駅南口周辺に求められる駅前広場を中心とした周辺インフラ等の機
能・ゾーニング等に対する意見を聴取し、具体的な再整備の方針等の整理に向け、活用等計画策定の参考にするもの。

連絡調整体制

【令和６年度】 【令和７～８年度】

（仮称）駅前市有地活用等計画の策定

交通事業者等
意見交換

・鉄道事業者
・バス事業者
・タクシー事業者
・交通管理者
・道路管理者 等

※Ｒ７に学識経験者等をメンバーに
加え調整会議に移行

検討調査業務委託（令和７～８年度） ※Ｒ８年度中

・駅前自転車駐車場の再整備
・駅前市有地の有効活用
・駅前広場を含む周辺インフラ等の再整備 等

【検討体制の想定内容】

（仮称）淵野辺駅南口
周辺再整備調整会議

要綱設置

（構成）
・学識経験者 ・交通事業者
・交通管理者 ・経済団体
・市民 ・行政（市職員）

６

連絡調整体制等のイメージ

淵野辺駅南口周辺
まちづくり

連絡調整会議

※庁内検討組織（Ｒ5.3.24 設置済）

まちづくり会議等
との意見交換

市民・民間
事業者等

※市民対話ワーク
ショップの実
施

※駅前広場利用者
アンケート調査
（WEB）の実施

【Ｒ７年度中】
※サウンディング

型市場調査の実
施

【Ｒ８年度中】

まちづくり会議等
との意見交換



（ ）
年 月 日

（様式２）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和6 9 30

案 件 名 津久井湖観光センターの移譲提案に係る対応について

内線

事案概要

県が所有する「津久井湖観光センター」は中山間地域への玄関口に設置されている施設であり、本市の観光振興を行うにあたり
非常に重要な施設であるが、昭和４３年に整備されたものであり、現在は老朽化が進み耐震面にも課題がある状況となってい
る。現在、市が県から無償で借り受け、（一社）津久井観光協会に施設の管理運営を委託しているが、県から市へ無償譲渡の提案
があり、譲渡にあたっての条件等が示されたことから、移譲を受けることを基本に、今後、課題の整理や移譲後に必要となる再
築の検討を進めることについて審議するもの。
　あわせて、１０月末までに県から求められている回答内容について審議する。

審議事項

・今後の取組方針（案）について
・県への回答内容について

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

〇継続審議とする。

所　　　管 市長公室
局
区

部 観光政策課 課 担当者

事業効果
総合計画との関連

事業効果
・地域資源を活かし、本市が望むような施設の再整備が可能
・観光の目的地となるような施設にすることで観光客の増加を見込める
・施設管理（運営）の一部を地域団体が行うことによる地域主導型の推進体制

効果測定指標 地域と連携し観光人材の確保・育成 施策番号 28

R6 R7 R8

事業効果
年度目標

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施
内容

【

★

○「調整会議」、

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケ

○事業経費・財源

県へ回答

覚書等締結

施設再整備、運営

●10/31まで

●3/31まで

県・地元との調整

サウンディング型

市場調査実施

庁議庁内調整

民間活力

導入調査
庁

議

県・地元

庁内調整

公

募



〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

事業費（　　　　　費） 0 12,000

うち任意分 12,000

国、県支出金

一般財源 0 12,000 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

うち任意分

捻出する財源※２

0 0 0一般財源拠出見込額 0 12,000 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

捻出する財源概要

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

実施に係る人工 A 1 1 1

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 0 1 1 1 0 0 0

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

日程等
調整事項

条例等の調整 議会提案時期

〇 〇

報道への情報提供

パブリックコメント 時期 議会への情報提供

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

関係課長打合せ会議(R6.8.9) 津久井湖観光センターについての現状について関係課へ共有

調整会議（R6.9.5） 津久井湖観光センターの移譲提案に係る対応について

備　　考

税源涵養
（事業の税収効果）

○必要人工

○本件事業が関連す

○日程等調整事項

○事前調整、



庁議におけるこれまでの議論

【今後の検討・調整について】
〇（総務法制課長）県から示された移譲の条件について、本市にとって内容は悪いものではないと考
えているが、市の新規施設となった場合、条例の設置も要するため、慎重に検討する必要があると思
われる。
〇（アセットマネジメント推進課長）津久井湖観光センターについて、観光拠点としての必要性は感じ
ているが、市が新規施設を所有しないことを前提として検討する必要があるため、慎重に調整を行っ
ていただきたい。

【民間活力導入調査について】
〇（総務法制課長）民間活力導入調査については、実施にあたりその方向性を事前に決定する必要が
あるが、そのことについては本庁議にて議論するのか。
→（観光政策課長）本年度中に、改めて庁議へ付議をすることを想定している。公共施設マネジメント
を推進している中で、市の新規施設の設置は困難と認識しており、民設民営で市が借り戻すいわゆ
るアートラボ方式なども含め様々な手法を幅広に検討する必要があると考えている。本年度中にサ
ウンディング型市場調査を行い、その結果を踏まえ庁議に諮りたいと考えている。
→（総務法制課長）調査費用１２，０００千円については、アートラボ方式を想定した見積額か。
→（観光政策課長）民間活力の様々な手法の導入を検討するとした見積である。最終的には、サウン
ディング型市場調査の結果を踏まえ内容を詰めていきたい。
〇（経営監理課長）調査の実施可否については、本庁議において議論するのか。
→（観光政策課長）公共床を増やせない中では、民間活力を導入せざるを得ないと考えている。来年
度予算に係る部分であるため、本庁議において当該調査に係る予算計上については承認いただきた
い。

【県からの提案内容について】
〇（緑区役所政策課長）県からの提案の内容では、市が除却の上、再建築することになっている。民間
事業者が建物を建築するアートラボ方式とは示されている条件が異なるが、そうした部分について
県との調整は行っているのか。
→（観光政策課長）調整はしており、市の公共施設マネジメントの考え方について県側にしっかりと伝
えている。
〇（財政課長）県からの提案では、本年度末をもって市への貸し出しを終了とあるが、この内容で県
と覚書を取り交わした場合、来年度から市の所有施設になるのか。また市の所有施設となった場合、
除却までの維持管理については市が行うのか。
→（観光政策課長）県からの提案では、年度が替わった段階で市の施設となるが、その時期や除却ま
での経費負担、また県による除却も含めて現在調整を行っているところである。

【審議事項の確認について】
○（政策課長）今回決定する内容と、今後新たに付議される庁議において検討する内容を明確に整理
しておきたい。
→（観光政策課長）県への提案に対し、「具体的な協議を加速させたい」、また「課題事項の整理と解
決へ向けた調整に努める」といった２点を県へ回答すること、また「民間活力導入の可能性に係る調
査の実施」についてである。資料８ページにある４つ目の項目については、今年度、改めて付議する庁
議において諮りたい。
→（政策課長）審議事項について、誤解のないよう資料の記載を整理していただきたい。
→（観光政策課長）整理させていただく。

　《原案のとおり上部会議に付議する。》
　　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

調整会議の

主な議論

（９/５）

○調整会議に

○決定会議に

○戦略会議に

○継続審議と

○なお、該当会議の議事録と



津久井湖観光センターの
移譲提案に係る対応について

市長公室 観光政策課

令和６年９月30日
決定会議資料



同施設は、津久井地域への観光交流の入口として、観光政策上、重要
な施設となっている。（第３次相模原市観光振興計画に位置付けあり）
土地・建物の無償譲渡と再築経費の提供という有利な条件

⇒ 

新規施設取得についての考え方の整理
施設の老朽化（耐震性・アスベスト等）の問題
観光拠点として現行機能の維持、向上の方策 など

⇒ 

県から市が借り受け、市が一般社団法人津久井観光協会に管理運
営を委託している「津久井湖観光センター」について、県から市に対
し、現行の機能を維持することを前提に建物及び土地を無償譲渡す
る旨の条件が示されたことから、移譲を受けることを基本に検討を
進めることについて審議するとともに、令和６年１０月末までに県か
ら求められている回答内容について審議するもの。

趣旨

状況

1

○

○

○
○
○



施設名称 津久井湖観光センター

所 在 地 相模原市緑区太井１２７４－２

所 有 神奈川県

敷地面積 １，０５０㎡

建物面積 ６１９.１１㎡

構 造 鉄筋コンクリート造

設 置 昭和４３年１０月３１日

施設機能 観光客の休憩・観光情報の発信、地域特産品の販売
（一般社団法人津久井観光協会が運営）

耐 震 性 非常に低く、耐震改修未実施（２階部分閉鎖済）

用途地域 用途地域指定なし

建ぺい率/容積率 ５０％/１００％

現行の津久井湖観光センターの施設概要

１階 ２６０.８５㎡

２階 ２８６.７１㎡

便所棟 ５１.８４㎡

身障者便所棟 ６.２１㎡

渡り廊下 １３.５㎡

再築可能面積は1,050㎡以内

(R4実績)

レジ客数 8.2万人

売上8,400万円

2



津久井湖観光センター

城山大橋

津久井湖

城山（津久井城）

城山ダム
県立相模原城山

高等学校

位置図

4
３



配置図

・黄色の枠内が移譲対象
・津久井湖観光センターの
敷地（枠内）以外は県の公
園区域となっている。

4



津久井湖観光センターの位置付け及び現状

・市が県から無償で借り受け、津久井観光協会に管理運営を委託

・施設の管理運営について市の財政負担は生じていない

・施設の老朽化が進行している上、耐震改修が未実施の状況
（既に２階部分は県から使用不可とされ、閉鎖済）

・建物にはアスベスト含有建材が使用されている

・土地の状況が不明確（土壌汚染、埋設物等）

〜位置付け〜
第３次相模原市観光振興計画

・観光情報の発信及び地域特産品の販売機能を担い、更なる充実を図る施設

・津久井地域への観光交流の入口として、来訪者に向けてより一層の魅力づくりを
進める施設

地域別計画に基づく日本のポトマック河畔構想「津久井湖周辺観光将来ビジョン」

・地域観光の拠点、「やすらぎ」「にぎわい」「発信」の役割

〜現状〜 現在の機能の維持向上が望まれる施設

5



県からの提案内容
神奈川県から移譲について文書で提案（令和６年７月２４日付）

⇒ 
提案内容
〇譲渡対象

⇒建物及び土地を無償で譲渡（土地の無償譲渡が初めて明確に示された）
〇施設の用途

⇒県北部の広域観光拠点として公用、公共的な利用
〇現施設の取扱い

⇒譲渡後、速やかに市が除却の上再築
〇移譲後の経費負担

⇒除却費用は県が負担
⇒建替経費のうち現行機能部分は県が負担（機能拡充部分は市が負担）
⇒県が負担する建替え後の延床面積は現在の延床面積と同程度を上限とする
⇒使用貸借停止に伴う地元への補償は行わない

〇支払方法
⇒県から市へ負担金として支出
⇒清算払いとし、建物完成時期に一括して支払い

〇その他
⇒譲渡及び費用負担に係る覚書等を作成する
⇒令和６年度をもって市への貸し出しを終了する
⇒10月31日までに市としての回答が必要

6



課題事項

〇新規施設取得についての考え方の整理（市）
⇒民間活力を活用しての再整備等を検討

〇施設の老朽化（耐震性・アスベスト等）の問題（県・市調整）
⇒アスベスト含有建材の使用等、円滑な除却に不安要素や耐震性の課題あり
除却の主体を市が担うリスク・移譲後除却までのリスク

〇観光拠点として現行機能の維持、向上の方策（市・地元）
⇒再整備中の現行機能維持の方策の検討
再整備後の機能拡充策の検討（運営内容、体制、駐車場容量等）

〇県負担金額の担保（県）
⇒県が負担する経費についての金額的な担保方法の調整

〇その他諸課題（県・市・地元）
⇒敷地境界の整理、確定
隣接する公園との引き続きの連携のあり方

⇒ 

7



今後の取組方針（案）
○ 津久井湖観光センターの移譲を受けることを基本に、今後、県等との具体的な協議を加速
させる。

○ 年度末を目途に覚書等の締結ができるよう、課題事項の整理と解決へ向けた調整に努める。

- 想定されるスケジュール等 -

⇒ 

○ 本市の財政負担を抑制しつつ、観光拠点としての機能の維持、向上を図るための再整備に

向け、民間活力導入の可能性等について調査、検討（整備手法、経費、スケジュール等を含む）

を行う。
令和６年度中：サウンディング型市場調査（民活の可能性を確認）
令和７年度 ：民間活力導入調査（再整備に向けての民活手法の詳細検討）

⇒

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

県
へ
文
書
回
答

覚
書
等
締
結

庁

議

調査
検討
協議

現行施設の除却

新施設 再整備・運営
事
業
者
公
募

民間活力
導入調査

現行機能の維持
（仮設店舗等）

民間活力導入調査等
（12,000千円）

ｻｳﾝﾃ ｨ゙ﾝｸﾞ
型市場調査

8

民間事業者
公募準備

庁

議

（除却の主体、再築の経費負担、引き続き隣接公園と連携した運営等の課題も整理し盛り込む方向で調整）



第１２回 決定会議 議事録                    （様式４） 

令和６年９月３０日 

１ 相模原市産業集積促進条例の改正及び第五期ＳＴＥＰ５０の事業実施について 

【創業支援・企業誘致推進課】 

 

（１）主な意見等 

〇（ 市長公室長） 調整会議から 決定会議まで２ か月間を 要し た理由は何か。  

→（ 経済担当部長） 制度設計について、 民間事業者の意見を し っ かり 聞く よう 指示があっ た

こ と から 、 商工会議所の会議への出席や、 民間事業者と の面会等による意見聴取に一定の

期間を要し た。  

〇（ 総務局長） 民間事業者の主な意見はどのよう なも のか。  

→（ 経済担当部長） リ ーディ ング産業に該当する事業者の定義や、 分野の拡大などの意見が

あっ た。  

〇（ 総務局長） Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ ５ ０ を 含め、 様々な産業支援施策があるので、 全体像を事業者等に

分かり やすく 発信し ていただき たい。  

〇（ 総務局長） 奨励金の申請簡素化を 目的と し た算定方法変更の結果奨励率の数値が上がる

も のであり 、 奨励金額が上がっ ているも のではないと 考える ため、 資料の記載方法を 見直

し て欲し い。  

→（ 創業支援・ 企業誘致推進課長） 資料を 修正する。  

〇（ 財政局長） 市内から 市内への立地が、 市外から 市内への立地を 上回っ ている要因は。  

→（ 創業支援・ 企業誘致推進課長） 工業団地で空地が生じ た際には、 既存の事業者が先行し

て用地拡大をする事例が多いほか、 工業団地外の工業系地域ではマンショ ン等の進出意欲

が高く 、 入札等においては、 製造業が落札でき ないケースが多いこ と など、 産業用地不足

が市外から の立地が伸び悩んでいる要因と 考えている。  

〇（ 財政局長） 民間事業者は何社から 意見聴取をし たのか。  

→（ 経済担当部長） 商工会議所の工業部会所属の９ 社に説明を行っ た。 こ のほか、 市外企業

から も 、 Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ ５ ０ が立地の決め手になっ たと 前向き な意見を いただいている 。  

〇（ 財政局長） 商工会議所の会員の意見を 尊重するのは理解するが、 市外から の進出を目指

すのであれば、 市外企業の意見に焦点を当てるべき と も 考える。  

〇（ 財政局長） 当事業により 法人市民税が上昇し 市の投資額を 上回っ ていると いう データ が

示さ れているが、 正確性はいかがか。  

→（ 創業支援・ 企業誘致推進課長） 税情報なので、 税務部門から 厳密なデータ をいただけて

いるわけではないが、 Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ ５ ０ の活用前と 活用後の法人市民税の差額の積み上げで算

出し ている。  

〇（ 財政局長） Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ ５ ０ 活用企業で撤退し た企業はあるのか。  

→（ 創業支援・ 企業誘致推進課長） ある。 全体で数％程度の割合である と 認識し ている。  

 

 

（２）結 果 

○原案のと お り 上部会議に 付議する 。  

た だ し 、 庁議の意見を 踏ま え 、 資料を 一部修正する こ と 。  
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２ 淵野辺駅南口周辺まちづくり事業について 

【市長公室 政策課】 

 

（１）主な意見等 

〇（ 総務局長） 本事業について、 当初は施設跡地と なる駅前市有地の売却等により 、 財源確

保に取り 組むと いう 考え方があっ たと 承知し ているが、 その考え方はどのよう になっ たの

か。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 売却又は貸付け等により 、 財源確保に取り 組むこ と に

変更はない。 まちづく り ビジョ ンでは、 駅前市有地の有効活用の内容について、 基本的

な考え方を定めており 、 第２ ステッ プの取組の中で具体的に検討するこ と と し ている。  

〇（ 総務局長）（ 仮称） 淵野辺駅南口周辺再整備調整会議を 設置し 、 市民も 含めた連絡調整体

制を 構築すると のこ と だが、 こ れまでの市民検討会と の違いはなにか。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 淵野辺駅南口に相応し い交通の結節機能等を 備えた駅

前空間等の創出に向けて、 市民だけでなく 、 学識経験者や交通事業者、 交通管理者等か

ら も 御意見を 伺う も ので、 活用等計画策定の参考にし たいと 考えている。  

→（ 総務局長）「 調整会議」 と いう 性質上、 こ こ で何かを 決めると いう 会議体ではないと い

う こ と か。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 附属機関ではなく 、 あく まで意見交換や意見聴取を行

っ ていく こ と がメ イ ンと なる。  

〇（ 財政局長） 第２ ステッ プで取り 組むエリ アは、 どこ から どこ までなのか。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 第２ ステッ プの検討対象と し て、 まちづく り センタ

ー・ 公民館等の施設跡地と 再整備の検討を 行う 自転車駐車場と し ているが、 駅前広場等

も 含めて幅広に検討し ていく 。  

→（ 財政局長） 第１ ステッ プで取り 組むエリ アについては、 明確に取り 組む範囲を資料で

図示し ているが、 第２ ステッ プで取り 組む範囲が分かり にく い。 検討対象と する範囲を

資料で図示し た「 にぎわいゾーン」 の全てだと すると 、 駅前市有地以外も 含まれ、 かな

り 広大になる。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 第２ ステッ プで取り 組む範囲は、 基本的には駅前市有

地である施設跡地と 自転車駐車場の用地を中心に、 駅前広場等を含めて検討するこ と を

想定し ている。  

〇（ 財政局長） ９ 月１ ３ 日開催の庁議（ 調整会議） では、 国庫補助の適用が令和８ 年度以降

に想定さ れるこ と を踏まえ、 令和７ 年度の予定業務の中で、 令和８ 年度以降に実施可能な

業務があるかどう かを 検討さ れたいと いう 意見があっ たが、 対応可能な業務はあるのか。  

→（ 市長公室参事（ 淵野辺駅南口周辺まちづく り 担当）） 現時点の資料では、 令和７ 年度か

ら 令和８ 年度にかけて検討調査業務を 実施すると し ており 、 令和７ 年度の業務は、 基礎

的な調査を含めた業務と し ている。 令和７ 年度の業務の分割等により 、 令和８ 年度以降

に実施可能な業務があるかどう かを 検討はし ているが、 その場合、 活用等計画の策定時

期が令和９ 年度にずれ込む可能性があるも のの、 第２ ステッ プの全体スケジュ ールに大

き な影響は与えないも のと 考えている。 効果的に国庫補助を活用でき るよう 、 引続き 国

と 調整し ていく 。  

〇（ 財政局長） 第２ ステッ プの工事は、 令和１ ２ 年度以降になる想定なのか。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 複合施設の供用開始後、 令和１ ２ 年度までに既存施設

の解体を 予定し ているため、 第２ ステッ プの工事は令和１ ２ 年度以降になると 考えてい

る。 自転車駐車場の再整備や駅前市有地の有効活用のみなら ず、 全体と し てゾーニング

を 考える必要があるため、 先行し て部分的に工事着手し ていく のは、 難し いと 考えてい

る。  

〇（ 財政局長） 令和８ 年度に活用等計画を策定し た後、 令和１ ２ 年度以降の工事着手と なる

と 、 少し の間、 間隔が空いてし まう のではないか。  
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→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 本計画策定後、 アド バイ ザリ ー業務等の事業手法に応

じ た取組と なると 、 それほど余裕のあるスケジュ ール感ではないと 考えている。  

→（ 財政局長） 本計画策定後の業務についてだが、 第１ ステッ プの具体的な検討も 進めて

いる中で、 自転車駐車場の再整備、 施設跡地の有効活用等のアド バイ ザリ ー業務に２ 年

程度掛かると し ている。 また、 そう いっ た業務自体が必要なのかどう か。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 昨年度に実施し た民間事業者等へのアンケート ・ ヒ ア

リ ング調査の結果等を 踏まえ、 想定でき るスケジュ ール案等を 示し たも の。  

〇（ 財政担当部長） 今後、 第１ ステッ プの具体的な内容を 決定すると 承知し ているが、 それ

より も 先行し て第２ ステッ プの進め方を 決定し て良いのか。  

→（ まちづく り 推進部長） まちづく り ビジョ ンでは、 第１ ステッ プと 第２ ステッ プの取組

を 一体的かつ段階的に進めると し ており 、 第２ ステッ プについては、 施設跡地を 活用

し 、 駅前での機能維持を前提と し た自転車駐車場の再整備や民間活力による駅前市有地

の有効活用を 行う など、 既に取組の方向性を定めていると こ ろ 。  

 

 

（２）結 果 

○原案のと お り 承認する 。  
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３ 津久井湖観光センターの移譲提案に係る対応について 

【市長公室 観光政策課】 

 

（１）主な意見等 

○（ 市長公室長） 当該センタ ーについて、 県から の提案内容では「 令和６ 年度を 以っ て市へ

の貸出し を 終了する」 と ある が、 移譲を 受けた場合、 財産取得と し て市議会の議決は必要

と なるのか。  

→（ 観光政策課長） 移譲を 受ける面積を 踏まえると 、 市議会の議決は要し ないも のと 承知

し ている。 移譲を受ける時期については、 今後県と 協議する予定である。  

○（ 総務局長） １ ０ 月３ １ 日までに県への回答を要すると のこ と だが、 どのよう な回答を 想

定し ているのか。  

→（ 観光政策課長） 現時点での市の姿勢を回答する内容と し たい。  

→（ 総務局長） 県から 示さ れた提案に対し ては、 明確には回答し ないと いう こ と か。  

→（ 観光政策課長） 今回の回答では結論は出さ ず、 市の姿勢を 示すに留める想定である。

７ 月２ ４ 日に県から 文書が発出さ れ、 １ ０ 月末日が期限のため、 回答出来る内容は限ら

れるこ と を事務レベルでは県へ伝えている。  

→（ 総務局長） 今年度予定し ているサウンディ ング型市場調査は市の予算により 実施する

のか。  

→（ 観光政策課長） 当該調査については、 市の支出は伴わずに実施するこ と を 想定し てい

る。  

→（ 総務局長） 県から の提案内容は市にと っ て有利な条件と 感じ るが、 施設や敷地の状況

を し っ かり 確認する必要があると 思われる。 県が当該センタ ーを 市へ移譲し たい理由に

ついて確認し たい。  

→（ 観光政策課長） 当該セン タ ーは県から 市が無償で借り 受け、 市から 一般社団法人津久

井観光協会（ 以下、「 協会」 と いう 。） へ管理運営を委託し ているが、 県の行政機能を持

ち合わせていないため、 県が所有し 続ける意義について議論がなさ れたと 聞いている。  

→（ 総務局長） そう し た背景がある中で、 先程の回答内容で県の理解は得ら れるのか。  

→（ 観光政策課長） 資料８ ページに記載し ているが、「 今後、 県等と の具体的な協議を 加速

さ せる」 こ と と 併せて、「 年度末を 目途に覚書等の締結ができ るよう 、 課題事項の整理と

解決へ向けた調整に努める」 と いっ たある程度の期限を示し た内容で、 県へ回答し たい

と 考えている。  

→（ 総務局長） 県から の提案では、「 譲渡後、 速やかに市が除却の上再築」 と のこ と だが、

そう し たこ と も 含めて今後協議を 進めると いう こ と でよいか。  

→（ 観光政策課長） 出来れば除却については県で実施し てほし いと 考えており 、 既に事務

レ ベルではそう いっ た部分の協議をし ている。  

○（ 市長公室長） 事案調書にある「 調整会議の主な議論」 の中で、 移譲を 受けた後の市の負

担について財政課長が質問し ているが、 内容について説明いただき たい。  

→（ 観光政策課長） 市が移譲を 受けた後、 維持管理やその経費負担は市が行う のかと いう

質問である。 現段階では、 移譲を受ける時期は決定し ておら ず、 また、 除却やその費用

についても 、 県で負担し ていただき たいと 考えている。  

○（ 財政担当部長） 周囲の駐車場部分も 含めて移譲すると いう 提案は県から なかっ たのか。 

→（ 観光政策課長） 県から 提案があっ たのは資料４ ページに記載さ れている黄色の囲み部

分のみである。 県の都市公園課と も 調整を 行っ ているが、 現時点では公園の駐車場につ

いては引き 続き 市と 連携し て活用・ 運営し ていけるよう 調整を 進めている。  

○（ 財政局長） 現在、 当該センタ ーの維持管理について、 県はどの程度の費用を 負担し てい

るのか。  

→（ 観光政策課長） 県は建物の保険料や修繕費等を 負担し ているも のの、 あまり 大き な費

用は発生し ていないと 認識し ている。 光熱水費は協会が負担し ている。  
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→（ 財政局長） 今年度に改めて行う 庁議は、 いつ頃の付議を予定し ているのか。  

→（ 観光政策課長） サウンディ ング型市場調査を１ ２ 月に行い、 その結果を 踏まえて来年 

 １ 月の当初予算の市長査定前には庁議に諮り たいと 考えている。  

→（ 財政局長） そのスケジュ ールでは、 サウンディ ング型市場調査の結果を踏まえた民間

活力導入調査に係る費用を 来年度の当初予算に計上するこ と は難し いと 考える。  

○（ 総務局長） 現在、 協会は当該センタ ーでの物販等で年間８ ， ４ ０ ０ 万円の売上があると

のこ と だが、 既存建物を 除却するこ と で売上がなく なっ た場合、 影響はかなり 大き いと 思

われる。 本件について、 協会と 調整等は行っ ているのか。  

→（ 観光政策課長） 県から の文書の内容は既に協会へ伝えており 、仮店舗での営業など様々

な検討を 進める必要があるこ と を 伝えている。  

○（ 財政局長） 来年度予定し ている民間活力導入調査の内容について伺いたい。  

→（ 観光政策課長） 当該セン タ ーの建替えにあたり 、 市の財政負担を 軽減でき る方策を検

討するも のである。  

○（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 県と 覚書を交わし た時点で市に経費負担が発生するのか。 

→（ 観光政策課長） 覚書の内容は条件を 示し たも のと 想定し ている。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） そう であるなら ば、 覚書を 県と 取り 交わし た後に当該

調査の予算計上を行う のではないか。 条件が確定し ていない中で、 当該調査に係る予算

を 計上するこ と は違和感がある。  

→（ 観光政策課長） 当該調査の予算計上時期については、 改めて検討し たい。  

○（ 財政局長） 市の公共施設マネジメ ント の考え方と し て、 施設の新規取得はし ないと いう

原則があるが、 その考え方と の整理はどのよう に行う のか。  

→（ 観光政策課長） 民間活力導入調査の中で、 例えば建物は民設民営で整備し 、 床を 市が

借り 戻すいわゆるアート ラ ボ方式なども 含めて、様々な手法を幅広に検討すると と も に、

地元の意向も 踏まえながら 、 整備運営手法を 整理し ていき たいと 考えている。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） 当該調査は、 施設の運営までを内容に含めて実施する  

 のか。  

→（ 観光政策課長） そのと おり である。 事業者の募集要項の作成までを含めて実施し たい

と 考えている。  

○（ 市長公室長） 資料８ ページの「 今後の取組方針（ 案）」 の最初の項目で、「 移譲を受ける

こ と を 基本に」 と の記載があるが、 調整会議においては、 アセッ ト マネジメ ント 推進課長

から「 慎重に調整を 行っ てほし い」 旨の意見がある。 当該記載について、 アセッ ト マネジ

メ ント 推進課と どのよう に調整し たのか。  

→（ 観光政策課長） 調整会議後、 アセッ ト マネジメ ント 推進課から 改めて市の公共施設マ

ネジメ ント の考え方に基づき 県と 調整を行う よう 意見を いただいている。  

→（ 財政局長） 建物の移譲を 受けるのであれば、 市の考え方と し て施設の新規取得はし な

いと し ているので、 その部分についてはアセッ ト マネジメ ント 推進課と 改めて調整し て

いただき たい。  

例えば、 県が建物を 除却し 、 更地になっ た段階で県から 市が移譲を 受け、 その後、 民間

活力で新たに施設を 立ち上げると いう のであれば理解でき るが、 こ れまでの説明では、

そう し た今後の流れが今一つ見えない印象である。  

→（ 観光政策課長） 現在、 県と 諸条件について協議し ており 、 県と し ては土地と 建物の双

方を移譲し たいと 言っ ており 、 市と し ては、 建物の除却は県が行い、 更地の状態で受け

取り たいと いう 話を し ている。  

○（ 総務法制課長） 冒頭、 市長公室長から 質問のあっ た議決の件について補足さ せていただ

く 。 本市と し ては、 議決の要件が面積ではなく 金額であるため、 本件について議決は必要

ないと 思われる。  

一方で、 県においては、 本市の市有財産条例にあたる条例の中で要件が示さ れており 、 地

方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に供するため譲渡する場合、議決
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を 要し ないと さ れている。  

→（ 総合政策・ 地方創生担当部長） そう し たこ と も 踏まえ、 県から の提案では、 施設の用

途は公用、 公共的な利用と さ れているのではないかと 考える。  

 

 

（２）結 果 

○継続審議と する。  
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